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公
　
告

◯
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
募
集
（
観
光
課
）
四
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
公
の
施
設
の
概
要

（一）

名
称

秋
田
ふ
る
さ
と
村

（二）

所
在
地

横
手
市
赤
坂
字
富
ヶ
沢
六
二
番
四
六

（三）

設
置
目
的

秋
田
県
の
文
化
遺
産
を
次
代
に
継
承
す
る
と
と
も
に
、
郷
土
の
文
化
を
創
造
す
る
機
会
を
提

供
し
、
及
び
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
た
め
の
利
便
の
増
進
を
図
り
、
も
っ
て
県
民
の

ゆ
と
り
の
あ
る
文
化
的
な
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
。

（四）

規
模
等

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
上
四
階
（
ド
ー
ム
劇
場
）
ほ
か
二
十
棟
、
延
床
面
積
約
一
万

八
千
百
平
方
メ
ー
ト
ル
（
近
代
美
術
館
は
対
象
施
設
に
含
ま
な
い
。
）

（五）

主
な
施
設

ド
ー
ム
劇
場
、
ス
ノ
ー
ホ
ワ
イ
ト
城
、
か
ま
く
ら
シ
ア
タ
ー
、
工
芸
展
示
館
、
工
芸
工
房
、

手
づ
く
り
体
験
工
房
、
本
館
、
ふ
る
さ
と
料
理
館
、
休
憩
所

二
　
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
管
理
の
業
務

（一）

使
用
の
許
可
、
使
用
の
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
停
止
に
関
す
る
業
務

（二）

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

（三）

秋
田
ふ
る
さ
と
村
（
以
下
「
ふ
る
さ
と
村
」
と
い
う
。
）
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

（四）

（一）
か
ら
（三）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ふ
る
さ
と
村
の
管
理
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め

る
業
務

三
　
管
理
を
行
わ
せ
る
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
予
定
）

四
　
申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格
等

（一）

申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格

県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
。

（二）

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

（
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す
る
団
体
を
含
む
。
）

（２）

申
請
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
団
体

（３）

申
請
の
日
に
お
い
て
破
産
手
続
、
再
生
手
続
又
は
更
生
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
団
体

五
　
申
請
の
手
続

（一）

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

（１）

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（２）

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
書
類

（３）

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
法
人
等
の
組
織
図
や
業
務
執
行
体
制

等
が
わ
か
る
も
の
及
び
就
業
規
則
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類
）

（４）

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度
の
事
業
活
動
の
概
要

を
記
載
し
た
書
類
、
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書

類
（５）

指
定
の
期
間
に
係
る
ふ
る
さ
と
村
の
事
業
計
画
書
及
び
年
度
ご
と
の
収
支
予
算
書

（６）

類
似
施
設
に
お
け
る
業
務
実
績
を
有
す
る
場
合
は
、
当
該
実
績
を
記
載
し
た
書
類
（
原
則

と
し
て
過
去
二
事
業
年
度
分
）

（７）

四
（二）
の
（１）
か
ら
（３）
に
該
当
し
な
い
旨
の
申
立
書

（８）

（１）
か
ら
（７）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（二）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

１

ペ
ー
ジ

公
　
　
　
　
　
　
告
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一
）

（三）

提
出
期
限

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
提
出
期
限
後
に
お
け
る
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
変
更
又
は
追
加
は
、
認
め
な
い
。

六
　
選
定
の
方
法
、
基
準
及
び
時
期

（一）

産
業
経
済
労
働
部
指
定
管
理
者
（
候
補
者
）
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

照
ら
し
最
も
適
当
と
認
め
る
団
体
を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
。

（１）

県
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（２）

ふ
る
さ
と
村
の
設
置
の
目
的
が
効
果
的
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
。

（３）

効
率
的
な
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

（４）

適
正
か
つ
確
実
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（５）

（１）
か
ら
（４）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ふ
る
さ
と
村
の
設
置
の
目
的
又
は
性
質
に
応

じ
、
知
事
が
必
要
と
認
め
て
定
め
る
基
準

（二）

選
定
は
、
平
成
十
七
年
九
月
下
旬
（
予
定
）
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ

り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

七
　
募
集
要
項
の
交
付

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所
で
、
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
平
成
十

七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
二
百
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ

と
。

八
　
説
明
会

（一）

日
時
及
び
場
所

募
集
要
項
に
記
載
す
る
日
時
及
び
場
所

（二）

そ
の
他

説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
団
体
は
、
事
前
に
九
（六）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

九
　
そ
の
他

（一）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
に
当
た
り
、
申
請
者
に
対
し
て
、
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の

内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（二）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
、
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
。

（三）

ふ
る
さ
と
村
の
施
設
の
利
用
料
金
は
、
条
例
で
定
め
る
使
用
料
の
額
等
を
基
準
と
し
て
指
定

管
理
者
が
定
め
、
自
己
の
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

（四）

ふ
る
さ
と
村
の
管
理
の
業
務
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
予
算
の
範
囲
内

で
委
託
料
を
支
払
う
。

（五）

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

（六）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
公
の
施
設
の
概
要

（一）

名
称

秋
田
県
営
秋
の
宮
山
荘

（二）

所
在
地

湯
沢
市
雄
勝
秋
の
宮
字
殿
上
一
番
地
の
一

（三）

設
置
目
的

県
内
に
お
け
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
た
め
の
利
便
性
の
増
進
を
図
り
、
も
っ
て

ゆ
と
り
の
あ
る
県
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（四）

規
模
等

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
上
三
階
、
塔
屋
、
床
面
積
約
四
千
九
百
三
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル

（五）

主
な
施
設

客
室
、
宴
会
場
、
集
会
室
、
浴
場
、
レ
ス
ト
ラ
ン

二
　
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
管
理
の
業
務

（一）

使
用
の
許
可
、
使
用
の
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
停
止
に
関
す
る
業
務

（二）

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

（三）

秋
田
県
営
秋
の
宮
山
荘
（
以
下
「
秋
の
宮
山
荘
」
と
い
う
。
）
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業

務
（四）

（一）
か
ら
（三）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
秋
の
宮
山
荘
の
管
理
に
関
し
知
事
が
必
要
と
認
め

る
業
務

三
　
管
理
を
行
わ
せ
る
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
予
定
）

四
　
申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格
等

（一）

申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格

（１）

県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
。

（２）

旅
館
業
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く

も
の
。
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
）
及
び
飲
食
店
営
業
（
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
。
）
を
現
在
営
ん
で
い

る
も
の
。

２
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（二）

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

（
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す
る
団
体
を
含
む
。
）

（２）

申
請
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
団
体

（３）

申
請
の
日
に
お
い
て
破
産
手
続
、
再
生
手
続
又
は
更
生
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
団
体

五
　
申
請
の
手
続

（一）

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

（１）

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（２）

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
書
類

（３）

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（４）

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度
の
事
業
活
動
の
概
要

を
記
載
し
た
書
類
、
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（５）

指
定
の
期
間
に
係
る
秋
の
宮
山
荘
の
事
業
計
画
書
及
び
年
度
ご
と
の
収
支
予
算
書

（６）

旅
館
業
の
経
営
及
び
飲
食
店
営
業
の
実
績
に
関
す
る
書
類

（７）

四
（二）
の
各
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
申
立
書

（８）

（１）
か
ら
（７）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（二）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

（三）

提
出
期
限

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
提
出
期
限
後
に
お
け
る
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
変
更
又
は
追
加
は
、
認
め
な
い
。

六
　
選
定
の
方
法
、
基
準
及
び
時
期

（一）

産
業
経
済
労
働
部
指
定
管
理
者
（
候
補
者
）
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

照
ら
し
最
も
適
当
と
認
め
る
団
体
を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
。

（１）

県
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（２）

秋
の
宮
山
荘
の
設
置
目
的
が
効
果
的
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
。

（３）

効
率
的
な
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

（４）

適
正
か
つ
確
実
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（５）

そ
の
他
秋
の
宮
山
荘
の
設
置
目
的
、
性
質
に
応
じ
て
定
め
る
基
準

（二）

選
定
は
、
平
成
十
七
年
九
月
下
旬
（
予
定
）
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ

り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

七
　
募
集
要
項
の
交
付

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所
で
、
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
平
成
十

七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
二
百
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ

と
。

八
　
説
明
会

（一）

日
時
及
び
場
所

募
集
要
項
に
記
載
す
る
日
時
及
び
場
所

（二）

そ
の
他

説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
団
体
は
、
事
前
に
九
（五）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

九
　
そ
の
他

（一）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
に
当
た
り
、
申
請
者
に
対
し
て
、
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の

内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（二）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
、
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
。

（三）

秋
の
宮
山
荘
の
利
用
料
金
は
、
県
が
定
め
る
金
額
を
基
準
と
し
て
指
定
管
理
者
が
知
事
の
承

認
を
受
け
て
額
を
定
め
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
。

（四）

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

（五）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
公
の
施
設
の
概
要

（一）

名
称

秋
田
県
営
鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー

（二）

所
在
地

由
利
本
荘
市
鳥
海
町
猿
倉
字
奥
山
前
八
番
地
の
四
十
五

（三）

設
置
目
的

県
内
に
お
け
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
た
め
の
利
便
性
の
増
進
を
図
り
、
も
っ
て

ゆ
と
り
の
あ
る
県
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３
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（四）

規
模
等

宿
泊
施
設
（
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
鉄
筋
造
及
び
鉄
骨
造
地
下
一
階
地
上
五
階
、

塔
屋
）
、
従
業
員
宿
舎
（
軽
量
鉄
骨
プ
レ
ハ
ブ
造
地
上
二
階
建
）
、
床
面
積
約
七
千
五
百
六
十

二
平
方
メ
ー
ト
ル
（
宿
泊
施
設
及
び
従
業
員
宿
舎
）

（五）

主
な
施
設

宿
泊
施
設
（
客
室
、
研
修
室
、
大
浴
場
、
売
店
、
レ
ス
ト
ラ
ン
）
、
従
業
員
宿
舎
（
従
業
員

宿
泊
室
、
洗
濯
室
）
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

二
　
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
管
理
の
業
務

（一）

使
用
の
許
可
、
使
用
の
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
停
止
に
関
す
る
業
務

（二）

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

（三）

秋
田
県
営
鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

（四）

（一）
か
ら
（三）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
知
事
が

必
要
と
認
め
る
業
務

三
　
管
理
を
行
わ
せ
る
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
予
定
）

四
　
申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格
等

（一）

申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格

（１）

県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
。

（２）

旅
館
業
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く

も
の
。
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
）
及
び
飲
食
店
営
業
（
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
。
）
を
現
在
営
ん
で
い

る
も
の
。

（二）

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

（
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す
る
団
体
を
含
む
。
）

（２）

申
請
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
団
体

（３）

申
請
の
日
に
お
い
て
破
産
手
続
、
再
生
手
続
又
は
更
生
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
団
体

五
　
申
請
の
手
続

（一）

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

（１）

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（２）

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
書
類

（３）

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（４）

申
請
の
日
の
属
す
る
前
事
業
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度
の
事
業
活
動
の
概
要
を
記
載
し
た

書
類
、
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
書
類

（５）

指
定
の
期
間
に
係
る
鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
事
業
計
画
書
及
び
年
度
ご
と
の
収
支
予

算
書

（６）

旅
館
業
の
経
営
及
び
飲
食
店
営
業
の
実
績
に
関
す
る
書
類

（７）

四
（二）
の
各
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
申
立
書

（８）

（１）
か
ら
（７）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（二）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

（三）

提
出
期
限

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
提
出
期
限
後
に
お
け
る
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
変
更
又
は
追
加
は
、
認
め
な
い
。

六
　
選
定
の
方
法
、
基
準
及
び
時
期

（一）

産
業
経
済
労
働
部
指
定
管
理
者
（
候
補
者
）
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

照
ら
し
最
も
適
当
と
認
め
る
団
体
を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
。

（１）

県
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（２）

鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
設
置
目
的
が
効
果
的
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
。

（３）

効
率
的
な
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

（４）

適
正
か
つ
確
実
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（５）

そ
の
他
鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
設
置
目
的
、
性
質
に
応
じ
て
定
め
る
基
準

（二）

選
定
は
、
平
成
十
七
年
九
月
下
旬
（
予
定
）
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ

り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

七
　
募
集
要
項
の
交
付

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所
で
、
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
平
成
十

七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
二
百
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ

と
。

八
　
説
明
会

（一）

日
時
及
び
場
所

募
集
要
項
に
記
載
す
る
日
時
及
び
場
所

４
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（二）

そ
の
他

説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
団
体
は
、
事
前
に
九
（五）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

九
　
そ
の
他

（一）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
に
当
た
り
、
申
請
者
に
対
し
て
、
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の

内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（二）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
、
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
。

（三）

鳥
海
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
は
、
県
が
定
め
る
金
額
を
基
準
と
し
て
指
定
管
理
者

が
知
事
の
承
認
を
受
け
て
額
を
定
め
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
。

（四）

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

（五）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

県
が
設
置
す
る
公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
公
の
施
設
の
概
要

（一）

名
称

秋
田
県
営
十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー

（二）

所
在
地

鹿
角
郡
小
坂
町
十
和
田
湖
字
鉛
山

（三）

設
置
目
的

県
内
に
お
け
る
観
光
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
た
め
の
利
便
性
の
増
進
を
図
り
、
も
っ
て

ゆ
と
り
の
あ
る
県
民
生
活
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（四）

規
模
等

本
館
（
木
造
一
部
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
下
一
階
地
上
二
階
建
）
、
別
館
（
鉄
筋
コ
ン
ク

リ
ー
ト
造
一
部
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
下
一
階
地
上
二
階
）
、
床
面
積
約
七
千
七
百
八

十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
（
本
館
及
び
別
館
）
、
駐
車
場
・
空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
室
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
造
地
下
一
階
八
百
六
十
六
平
方
メ
ー
ト
ル
、
車
庫
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
地
下
一
階
七
十

二
平
方
メ
ー
ト
ル

（五）

主
な
施
設

本
館
（
客
室
、
会
議
室
）
、
別
館
（
客
室
、
宴
会
場
、
浴
場
、
レ
ス
ト
ラ
ン
）
、
駐
車
場
・

空
冷
ヒ
ー
ト
ポ
ン
プ
室
、
車
庫

二
　
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
管
理
の
業
務

（一）

使
用
の
許
可
、
使
用
の
許
可
の
取
消
し
並
び
に
使
用
の
制
限
及
び
停
止
に
関
す
る
業
務

（二）

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

（三）

秋
田
県
営
十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
」
と
い

う
。
）
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
業
務

（四）

（一）
か
ら
（三）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
し
知
事

が
必
要
と
認
め
る
業
務

三
　
管
理
を
行
わ
せ
る
期
間

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
（
予
定
）

四
　
申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格
等

（一）

申
請
を
す
る
団
体
に
必
要
な
資
格

（１）

県
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
こ
と
。

（２）

旅
館
業
（
旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く

も
の
。
（
下
宿
営
業
を
除
く
。
）
）
及
び
飲
食
店
営
業
（
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十

八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
。
）
を
現
在
営
ん
で
い

る
も
の
。

（二）

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体

（１）

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
団
体
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の

（
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
て
い
な

い
も
の
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
す
る
団
体
を
含
む
。
）

（２）

申
請
の
日
に
お
い
て
現
に
県
の
指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
る
団
体

（３）

申
請
の
日
に
お
い
て
破
産
手
続
、
再
生
手
続
又
は
更
生
手
続
が
開
始
さ
れ
て
い
る
団
体

五
　
申
請
の
手
続

（一）

指
定
管
理
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て

提
出
す
る
こ
と
。

（１）

定
款
若
し
く
は
寄
附
行
為
及
び
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（２）

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
書
類

（３）

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（４）

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
及
び
前
々
事
業
年
度
の
事
業
活
動
の
概
要

を
記
載
し
た
書
類
、
収
支
決
算
書
、
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
書
類

（５）

指
定
の
期
間
に
係
る
十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
事
業
計
画
書
及
び
年
度
ご
と
の
収
支

予
算
書

（６）

旅
館
業
の
経
営
及
び
飲
食
店
営
業
の
実
績
に
関
す
る
書
類

（７）

四
（二）
の
各
号
に
該
当
し
な
い
旨
の
申
立
書

（８）

（１）
か
ら
（７）
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

５
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（二）

提
出
場
所

郵
便
番
号
〇
一
〇
―
八
五
七
〇
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

（三）

提
出
期
限

平
成
十
七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

な
お
、
提
出
期
限
後
に
お
け
る
申
請
書
又
は
添
付
書
類
の
変
更
又
は
追
加
は
、
認
め
な
い
。

六
　
選
定
の
方
法
、
基
準
及
び
時
期

（一）

産
業
経
済
労
働
部
指
定
管
理
者
（
候
補
者
）
選
定
委
員
会
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に

照
ら
し
最
も
適
当
と
認
め
る
団
体
を
指
定
管
理
者
の
候
補
者
と
し
て
選
定
す
る
。

（１）

県
民
の
平
等
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
。

（２）

十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
設
置
目
的
が
効
果
的
に
達
成
さ
れ
る
こ
と
。

（３）

効
率
的
な
管
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

（４）

適
正
か
つ
確
実
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

（５）

そ
の
他
十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
設
置
目
的
、
性
質
に
応
じ
て
定
め
る
基
準

（二）

選
定
は
、
平
成
十
七
年
九
月
下
旬
（
予
定
）
に
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ

り
速
や
か
に
通
知
す
る
。

七
　
募
集
要
項
の
交
付

五
（二）
に
掲
げ
る
場
所
で
、
秋
田
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
除
き
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
（
金
）
か
ら
平
成
十

七
年
九
月
十
二
日
（
月
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
交
付
す
る
。

な
お
、
郵
送
で
交
付
を
求
め
る
場
合
は
、
二
百
円
切
手
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封
す
る
こ

と
。

八
　
説
明
会

（一）

日
時
及
び
場
所

募
集
要
項
に
記
載
す
る
日
時
及
び
場
所

（二）

そ
の
他

説
明
会
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
団
体
は
、
事
前
に
九
（五）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

九
　
そ
の
他

（一）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
の
選
定
に
当
た
り
、
申
請
者
に
対
し
て
、
申
請
書
及
び
添
付
書
類
の

内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

（二）

指
定
管
理
者
の
候
補
者
を
、
県
議
会
の
議
決
を
経
て
、
指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
。

（三）

十
和
田
観
光
宿
泊
セ
ン
タ
ー
の
利
用
料
金
は
、
県
が
定
め
る
金
額
を
基
準
と
し
て
指
定
管
理

者
が
知
事
の
承
認
を
受
け
て
額
を
定
め
、
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
。

（四）

詳
細
は
、
募
集
要
項
に
よ
る
。

（五）

問
い
合
わ
せ
先

秋
田
県
産
業
経
済
労
働
部
観
光
課
観
光
施
設
班
（
電
話
番
号
〇
一
八
―
八
六
〇
―
二
二
七

一
）

６

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
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m
atsu
b
arain
satsu
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.jp

古紙配合率100％


